
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
管
理
理
容
師
及
び
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定 

（
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
）　

　

一

〇
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請 

（
廃
棄
物
対
策
課
）　

　

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

二

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
三
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

四

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

四

 
公

告

〇
財
政
状
況
の
公
表 

（
財　

政　

課
）　

　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告 

（
契　

約　

課
）　

　

四

 
雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
平
成
二
十
一
年
度
決
算
の
要
旨
の
公
表 

六

〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
平
成
二
十
一
年
度
決
算
の
要
旨
の
公
表 

八

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
二
一
号
中 

一
〇

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
二
年
号
外
第
一
〇
号
中 

一
〇

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
二
年
号
外
第
一
三
号
中 

一
〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
号

　

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
理
容
師
資
格
認

定
講
習
会
及
び
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
美
容

師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

　
　

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
地
二
十
六

二　

講
習
会
の
開
催
年
月
日
及
び
会
場

　

１　

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会

　
　
�
　

日
程

　
　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
（
月
）、
八
日
（
月
）
及
び
十
五
日
（
月
）

　
　
�
　

会
場

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
三
番
七
号

　
　
　
　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城　

　

２　

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会

　
　
�
　

日
程

　
　
　
　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
一
日
（
月
）、
八
日
（
月
）
及
び
十
五
日
（
月
）

　
　
�
　

会
場

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
三
番
七
号

　
　
　
　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城　

三　

受
講
料

　
　

一
人　

一
万
八
千
円

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
五
条
第
四
項
及

び
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。

以
下
「
要
綱
」
と
い
う
。）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
法
第
十
五
条
第
四
項
及
び
要
綱
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
五
条
第
六
項
及
び
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

日
本
製
紙
株
式
会
社

　

２　

所
在
地　

東
京
都
北
区
王
子
一
丁
目
四
番
一
号

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

芳
賀
義
雄

二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
岩
沼
市
大
昭
和
一
番
一
号

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　
　

汚
泥
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
焼
却
施
設

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類　

　
　

汚
泥
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
六
日

六　
　

縦
覧
場
所
等

１　

縦
覧
場
所　

廃
棄
物
対
策
課
及
び
塩
釜
保
健
所

２　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
九
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
三
日

２　

提
出
場
所　

廃
棄
物
対
策
課
施
設
班

３　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

ア
ン
ダ
ル
シ
ア
の
風

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

田
中　

志
津

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
一
番
十
三
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
フ
ラ
メ
ン
コ
の
愛
好
者
及
び
広
く
一
般
市
民
に
対
し
て
、
フ
ラ
メ

ン
コ
の
普
及
、
啓
発
及
び
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
フ
ラ
メ
ン
コ
の
普
及
、

個
人
の
価
値
観
や
日
本
文
化
の
多
様
化
、
人
々
の
健
康
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

川
崎
町
の
資
源
を
い
か
す
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

菊
地　

重
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
六
方
山
三
番
地
二
百
二
十
五

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
川
崎
町
の
豊
か
な
資
源
・
恵
み
を
い
か
し
て
、
持
続
可
能
な
環
境

に
優
し
い
生
活
を
営
み
、
ま
た
、
共
感
す
る
仲
間
を
ふ
や
し
、
そ
の
理
念
に
基
づ

い
た
経
済
的
に
自
立
で
き
る
事
業
の
創
設
・
推
進
及
び
そ
れ
ら
の
支
援
活
動
を
行

い
、
地
域
資
源
循
環
型
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
さ
れ
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

チ
ャ
レ
ン
ジ
ド
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
み
や
ぎ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
藤　
　

豊

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
一
丁
目
一
番
十
三
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
宮
城
県
に
住
む
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
及
び
身
体
障
害
者

（
以
下
「
知
的
障
害
者
等
」
と
い
う
。）
の
親
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー

第2169号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）



ク
を
作
り
、
知
的
障
害
者
等
に
対
し
て
の
地
域
の
中
で
の
日
常
生
活
支
援
及
び
彼

ら
の
人
権
問
題
の
取
り
組
み
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
将
来
的
に
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
地
域
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
栗
駒
沼
倉
枯
木
立
三
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

岩
沼
市
南
長
谷
字
山
小
屋
七
四
の
一
、
柴
田
郡
柴
田
町
大
字
四
日
市
場
字
丸
山
三
か
ら
五
ま
で
、
九
、
一
〇
、
字

炭
釜
一
五
二
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
丸
山
三
か
ら
五
ま
で
、
九
、
一
〇
、
字
炭
釜
一
五
二
の
二

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
並
び
に
岩
沼
市
役

所
及
び
柴
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
角
間
三
三
九
の
一
四
・
三
五
八
の
四
・
三
五
八
の
五
・
四
一
二
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

蔵
王
川
崎
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北

部
土
木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

文
字
上
尾
松
線

三　

道
路
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大

河
原
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
公

告

〇
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
の
財
政
状
況
を
別
冊
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

凍
結
防
止
剤
散
布
車　

四
台　

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
（
火
）

第2169号　平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

変　

更　

の　

区　

間

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
河
原
前
一
七
番
一
地

先
か
ら

同
郡
同
町
大
字
川
内
字
河
原
前
一
七
番
三
地
先
ま

で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
五
・
九
〜

 

二
三
・
六

一
五
・
九
〜

 

二
二
・
八

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

 

四
五
・
五

 

四
五
・
五

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

栗
原
市
栗
駒
文
字
荒
砥
沢
三
一
番
一
地
先
か

ら同
市
栗
駒
文
字
鷲
の
巣
三
三
番
地
先
ま
で

　

Ａ
前　
　

Ｂ
後
Ａ

　

五
・
〇
〜

 

二
五
・
〇

　

三
・
五
〜

 

七
・
八

　

五
・
〇
〜

二
五
・
〇

九
四
二
・
六

七
八
三
・
七

九
四
二
・
六

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

岩
沼
蔵
王
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

岩
沼
市
志
賀
字
新
大
日
五
五
番
一
地
先
か
ら

同
市
志
賀
字
新
深
田
一
九
番
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

六
月
二
十
九
日



　

４　

納
入
場
所　

各
土
木
事
務
所
及
び
各
土
木
事
務
所
地
域
事
務
所

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
た
り
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

購
入
物
品
に
対
す
る
迅
速
な
保
守
及
び
修
理
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

　
　

せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

加
納　

洋
美　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
二
）

　

２　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
日
（
火
）
ま
で
１
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

３　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
三
日

（
金
）
ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
八
月
六
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

�
　

場
所　

１
に
同
じ
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�
　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
５
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

５　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
九
日
（
月
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
購
入
物
品
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
）
を
加
え
た
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か

免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に

記
載
す
る
こ
と
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar
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Q
uantity

of
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P
rocured

:
V
ehicle

for
spreadi

       
           
                  ng
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5
:
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D
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T
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D
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M
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H
oncho,

A
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S
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M
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T
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022-211-333

        
                2  

６
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C
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U
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C
ontra

              
         
        
     ct

P
rocedures

:
Japanese
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         y  

 
雑

報

〇
宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理　
事　
長　
　

井　
　

口　
　

經　
　

明　
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（7）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2169号　　 

宮城県市町村職員共済組合平成21年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

２　組合員数及び給料月額は，次のとおりである。

３　組合職員の数は，次のとおりである。

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。

合　　計一部事務組合等村町市

521812112

合　　計任意継続船員一般長　　期特定消防市町村長一　　般組 合 員 の 種 別

19,3196231221,7783316,871組合員数（人）

5,961,2484,3531,076526,14120,3645,409,314長期
給料月額（千円）

6,184,626193,9194,3531,076526,14126,3735,432,764短期

318,852362,760538,050295,918617,082320,628長期１人当たり
給料月額（円） 320,132311,265362,760538,050295,918799,185322,018短期

（単位：人）

計物　資貸　付貯　金宿　泊保　健業　務経　理　単　位

311134220人　　　　　員

（単位：千円）

物　資貸　付貯　金宿　泊保　健業　務預託金管理長　期短　期区　　　　　分

（収　　　入）

252,541188,32515,934,5894,868,514負担金

247,7668,571,8355,011,158掛金

287,350施設収入・商品売上

1,8755,42172,100連合会交付金

6356,563574,6452,2911,612557378,8501,156利息及び配当金

32,9925944487,01015,075105532,986その他収入

100,24615,952他経理から繰入金

876,372前年度繰越支払準備金

32,998359,032575,093396,897522,415277,039378,85024,506,42411,290,186計

（支　　　出）

5,596,321給付金

15,934,589負担金払込金

8,571,835掛金払込金

2,6825,74945,60859,52842,654128,095役職員給与

19,659特定健康診査等費

8142,5903,1861,8873,74912,830旅費・事務費

12,018商品仕入

54,722飲食材料費

3,6745,11313,364委託費

21,398311,258397,166378,850支払利息

68,576老人保健拠出金

395,455退職者給付拠出金

1,484,273前期高齢者納付金

1,713,075後期高齢者支援金

1,395病床転換支援金

720,265介護納付金

25,457153,092連合会払込金

424,284連合会拠出金

100,24615,952他経理へ繰入金

4,2212,4116,462261,244228,889116,6508,779その他支出

866,749次年度繰越支払準備金

29,115347,465452,422393,073400,310270,939378,85024,506,42411,448,216計

3,88311,567122,6713,824122,1056,100差引当期利益金

158,030差引当期損失金

866,749年度末支払準備金

9,6731,515,07419,40440,923年度末資本剰余金

153,955542,5071,392,5789,0451,017,148322,495670,929年度末利益剰余金



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
仙
台
市
職
員
共
済
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
掲
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

仙
台
市
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
一
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
九
日

 

仙
台
市
職
員
共
済
組
合　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理　
事　
長　
　

稲　
　

葉　
　

信　
　

義　
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（9）　 平成22年６月29日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2169号　　 

仙台市職員共済組合平成21年度決算の要旨

１　組合に属する地方公共団体等

２　組合員数及び給料月額は，次のとおりである。

３　組合職員の数は，次のとおりである。

４　各経理単位別収支状況は，次のとおりである。

合　　計市

11

合　　計任意継続特定消防市　　長一　　般組 合 員 の 種 別

9,38211196518,305組合員数（人）

3,250,261312,2786202,937,363長期
給料月額（千円）

3,293,44133,981312,2781,2102,945,972短期

350,584323,604620,000353,686長期１人当たり
給料月額（円） 351,038306,137323,6041,210,000354,723短期

（単位：人）

合　計貸　付業　務経　理　単　位

514人　　　　　員

（単位：千円）

預　託貸　付貯　金保　健業　務長　期短　期区　　　　　分

（収　　　入）

96,74435,4018,920,6992,863,797負担金

94,6204,721,1492,901,504掛金

5施設収入・商品売上

174,526194,921148,7271,0471861,427利息及び配当金

18,19085934,758296,894その他収入

11,075他経理からの繰入金

428,563前年度繰越支払準備金

174,526213,111148,727193,27581,42013,641,8486,492,185計

（支　　　出）

2,839,601給付金

7,4801,49916133,967役職員給与

1,1147956748,488旅費・事務費

7221,5753,0358,456委託費

174,526157,604101,646支払利息

14,46013,641,84882,831連合会払込金

230,591連合会拠出金

54老人保健拠出金

216,941退職者給付拠出金

1,142,507前期高齢者納付金

917,392後期高齢者支援金

747病床転換支援金

411,914介護納付金

11,075他経理へ繰入金

18,738416131,02832,8971,712その他支出

441,800次年度繰越支払準備金

174,526200,118105,931134,89883,80813,641,8486,297,165計

12,99342,79658,377△ 2,388195,020差引当期利益金

441,800年度末支払準備金

1,513年度末資本剰余金

1,113,001280,403268,88837,520526,880年度末利益剰余金



 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
九
二
一
号
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
付
け
）
中

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
二
年
号
外
第
一
〇
号
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日
付
け
）
中

〇
宮
城
県
公
報
平
成
二
二
年
号
外
第
一
三
号
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
付
け
）
中
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ペ
ー
ジ

八

段上

行一
八

正

　

第
五
条
第
一
項
中「（
様
式
第
三
号
）」

を
「（
様
式
第
四
号
）」
に
改
め
、
同
項

第
四
号

誤

　

第
五
条
第
一
項
第
四
号

ペ
ー
ジ

一

段上

行
後
ろ
か

ら
七　

正

第
十
一
条
秘
書
課
の
分
掌
事
務
の
項
第

二
号
中
「
国
際
政
策
課
」
を
「
国
際
経

済
・
交
流
課
」
に
改
め
、
同
条
危
機
対

策
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
号

誤

第
十
一
条
危
機
対
策
課
の
分
掌
事
務
の

項
第
十
号

ペ
ー
ジ

五一
一

一
一

一
二

段上下下上

行三
後
ろ
か

ら
七　

後
ろ
か

ら
一　一

正

協
議
等
（
第
七
十
九
条
）」

ル第
四
十
七
号
を
第
四
十
八
号

第
四
十
六
号

誤

協
議
等
（
第
七
十
九
条
）」
に
、「（
第

六
十
六
条
）」
を
「（
第
七
十
九
条
）」

ヲ第
四
十
六
号
を
第
四
十
七
号

第
四
十
五
号


